
最大で 7,000 万円が非課税⁉ 

直系尊属からの贈与特例が拡充 

高齢者層から若年世代への早期移転 

 近年の資産税は「高齢者層から若年世代

への財産の早期移転」を促す改正が相次い

でいます。特に平成 27 年からは、「直系尊

属」から「直系卑属」への贈与について大

胆な軽減措置がいくつも施行されます。 

特例税率～直系尊属から成人者への贈与 

 まず、平成 27年 1月からの贈与から既に

適用されている「特例税率」が挙げられま

す。平成 27 年分以後の贈与税率は、「一般

税率」と直系尊属から 20歳以上の者への贈

与に対する「特例税率」の２つに区分され

ました。この「特例税率」は「一般税率」

に比して累進度が緩和された軽減税率です。 

住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充 

 また、平成 27年改正では「直系尊属から

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課

税」措置が平成 31年 6月までに延長される

とともに非課税金額も拡充されています。 

 今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課

税限度額」（消費税８％契約・中古住宅の個

人間売買）と「特別住宅取得資金非課税限

度額」（消費税 10％契約）の２つの非課税

枠が設けられたことです。これは消費税率

改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和す

るために消費税率 10％が適用される契約が

される時点での贈与について別枠を設けた

ものです。 

このような非課税限度額が「８％契約」

「10％契約」と別枠で設けられていますので、

８％契約で購入した家屋を、後に 10％契約

でリフォームした場合等はこの非課税枠を

「ダブル」で適用することができます。 

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税 

 また、「直系尊属から教育資金の一括贈与

を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子

育て」版が設けられました（平成 27年 4月

以後の贈与から適用）。こちらは、直系尊属

が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関

に信託・預入等をした金額のうち 1,000 万

円までは非課税とする制度です。 

複数の非課税制度を適用した場合 

 これらの「直系尊属」からの贈与の特例

を最大限適用した場合、教育資金贈与非課

税(1,500 万円)＋結婚・出産資金贈与非課

税(1,000 万円)＋住宅取得資金非課税(H27

優良住宅・1,500万円)＋特別住宅取得資金

非課税(H28.10～H29.9・優良住宅 3,000 万

円)＝7,000万円が非課税となります。 
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高所得者層を中心に

特例制度の複数活用

の場面が増えそうで

すね！ 
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